
議案第13号6 

 

議案第13号6 

「基準省令」と

いう。）第10

条第２号のイ

の(1)及びロの

(1)に掲げる基

準への適合を

確認する方法

による場合 

の 

基準省令第10

条第２号のイ

の(2)及びロの

(2)に掲げる基

準への適合を

確認する方法

による場合 

床面積の合計

が200平方メー

トル未満のも

の 

１件 18,000円 

床面積の合計

が200平方メー

トル以上のも

の 

１件 19,000円 

上記２区分以

外の場合 

床面積の合計

が200平方メー

トル未満のも

の 

１件 26,000円 



議案第13号7 

 

議案第13号7 

床面積の合計

が200平方メー

トル以上のも

の 

１件 28,000円 

共同住宅等 基準省令第10

条第２号のイ

の(1)及びロの

(1)に掲げる基

準への適合を

確認する方法

による場合 

床面積の合計

が300平方メー

トル未満のも

の 

１件 70,000円 

床面積の合計

が300平方メー

トル以上のも

の 

１件 116,000円 

基準省令第10

条第２号のイ

の(2)及びロの

(2)に掲げる基

準への適合を

確認する方法

による場合 

床面積の合計

が300平方メー

トル未満のも

の 

１件 34,000円 

床面積の合計

が300平方メー

トル以上のも

の 

１件 58,000円 



議案第13号8 

 

議案第13号8 

上記２区分以

外の場合 

床面積の合計

が300平方メー

トル未満のも

の 

１件 51,000円 

床面積の合計

が300平方メー

トル以上のも

の 

１件 85,000円 

非住宅 基準省令第10

条第１号のイ

の(2)及びロの

(2)に掲げる基

準への適合を

確認する方法

による場合 

床面積の合計

が300平方メー

トル未満のも

の 

１件 88,000円 

床面積の合計

が300平方メー

トル以上のも

の 

１件 111,000円 

上記区分以外

の場合 

床面積の合計

が300平方メー

トル未満のも

の 

１件 229,000円 



議案第13号9 

 

議案第13号9 

床面積の合計

が300平方メー

トル以上のも

の 

１件 287,000円 

都市の低炭素化の促進

に関する法律第55条第

１項の規定による認定

を受けた低炭素建築物

新築等計画の変更の認

定の申請に対する審査 

当該変更に係る計画

が都市の低炭素化の

促進に関する法律第

55条第２項において

準用する同法第54条

第１項第１号に掲げ

る基準に適合すると

市長が認めた場合 

一戸建ての住宅 １件 3,000円 

共同住宅等 床面積の合計が300平方メートル未

満のもの 

１件 5,000円 

床面積の合計が300平方メートル以

上のもの 

１件 11,000円 

非住宅 床面積の合計が300平方メートル未

満のもの 

１件 5,000円 

床面積の合計が300平方メートル以

上のもの 

１件 9,000円 

上記区分以外の場合 一戸建ての住宅 基準省令第10

条第２号のイ

の(1)及びロの

(1)に掲げる基

準への適合を

確認する方法

による場合 

床面積の合計

が200平方メー

トル未満のも

の 

１件 18,000円 

床面積の合計

が200平方メー

トル以上のも

の 

１件 20,000円 



議案第13号10 

 

議案第13号10 

基準省令第10

条第２号のイ

の(2)及びロの

(2)に掲げる基

準への適合を

確認する方法

による場合 

床面積の合計

が200平方メー

トル未満のも

の 

１件 10,000円 

床面積の合計

が200平方メー

トル以上のも

の 

１件 10,000円 

上記２区分以

外の場合 

床面積の合計

が200平方メー

トル未満のも

の 

１件 13,000円 

床面積の合計

が200平方メー

トル以上のも

の 

１件 15,000円 

共同住宅等 基準省令第10

条第２号のイ

の(1)及びロの

(1)に掲げる基

床面積の合計

が300平方メー

トル未満のも

の 

１件 35,000円 



議案第13号11 

 

議案第13号11 

準への適合を

確認する方法

による場合 

床面積の合計

が300平方メー

トル以上のも

の 

１件 59,000円 

基準省令第10

条第２号のイ

の(2)及びロの

(2)に掲げる基

準への適合を

確認する方法

による場合 

床面積の合計

が300平方メー

トル未満のも

の 

１件 18,000円 

床面積の合計

が300平方メー

トル以上のも

の 

１件 30,000円 

上記２区分以

外の場合 

床面積の合計

が300平方メー

トル未満のも

の 

１件 26,000円 

床面積の合計

が300平方メー

トル以上のも

の 

１件 43,000円 



議案第13号12 

 

議案第13号12 

非住宅 基準省令第10

条第１号のイ

の(2)及びロの

(2)に掲げる基

準への適合を

確認する方法

による場合 

床面積の合計

が300平方メー

トル未満のも

の 

１件 44,000円 

床面積の合計

が300平方メー

トル以上のも

の 

１件 57,000円 

上記区分以外

の場合 

床面積の合計

が300平方メー

トル未満のも

の 

１件 115,000円 

床面積の合計

が300平方メー

トル以上のも

の 

１件 144,000円 

建築物のエネルギー消

費性能の向上等に関す

る法律第11条第１項本

文又は第12条第２項本

文の規定による建築物

建築物のエネルギー

消費性能の向上等に

関する法律第30条第

１項の規定により建

築物エネルギー消費

建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第29条

第３項に規定する他の建築物（以下「他の建築物」という。）

が一戸建ての住宅のもの 

１件 5,000円 

共同住宅等 他の建築物の床面積の合計が300平

方メートル未満のもの 

１件 10,000円 



議案第13号13 

 

議案第13号13 

エネルギー消費性能適

合性判定 

性能向上計画の認定

を受けた場合 

他の建築物の床面積の合計が300平

方メートル以上2,000平方メートル

未満のもの 

１件 21,000円 

他の建築物の床面積の合計が2,000

平方メートル以上5,000平方メート

ル未満のもの 

１件 46,000円 

他の建築物の床面積の合計が5,000

平方メートル以上のもの 

１件 82,000円 

非住宅 他の建築物の床面積の合計が300平

方メートル未満のもの 

１件 10,000円 

他の建築物の床面積の合計が300平

方メートル以上1,000平方メートル

未満のもの 

１件 17,000円 

他の建築物の床面積の合計が1,000

平方メートル以上2,000平方メート

ル未満のもの 

１件 27,000円 

他の建築物の床面積の合計が2,000

平方メートル以上のもの 

１件 82,000円 

上記区分以外の場合 一戸建ての住宅 基準省令第１

条第１項第２

床面積の合計

が200平方メー

１件 35,000円 



議案第13号14 

 

議案第13号14 

号のイの(1)及

びロの(1)に掲

げる基準への

適合を確認す

る方法による

場合 

トル未満のも

の 

床面積の合計

が200平方メー

トル以上のも

の 

１件 39,000円 

基準省令第１

条第１項第２

号のイの(2)及

びロの(2)に掲

げる基準への

適合を確認す

る方法による

場合 

床面積の合計

が200平方メー

トル未満のも

の 

１件 18,000円 

床面積の合計

が200平方メー

トル以上のも

の 

１件 19,000円 

上記２区分以

外の場合 

床面積の合計

が200平方メー

トル未満のも

の 

１件 26,000円 



議案第13号15 

 

議案第13号15 

床面積の合計

が200平方メー

トル以上のも

の 

１件 28,000円 

共同住宅等 基準省令第１

条第１項第２

号のイの(1)及

びロの(1)に掲

げる基準への

適合を確認す

る方法による

場合 

床面積の合計

が300平方メー

トル未満のも

の 

１件 70,000円 

床面積の合計

が300平方メー

トル以上のも

の 

１件 116,000円 

基準省令第１

条第１項第２

号のイの(2)及

びロの(2)に掲

げる基準への

適合を確認す

る方法による

場合 

床面積の合計

が300平方メー

トル未満のも

の 

１件 34,000円 

床面積の合計

が300平方メー

トル以上のも

１件 58,000円 



議案第13号16 

 

議案第13号16 

の 

上記２区分以

外の場合 

床面積の合計

が300平方メー

トル未満のも

の 

１件 51,000円 

床面積の合計

が300平方メー

トル以上のも

の 

１件 85,000円 

非住宅 基準省令第１

条第１項第１

号のロに掲げ

る基準への適

合を確認する

方法による場

合 

床面積の合計

が300平方メー

トル未満のも

の 

１件 88,000円。ただ

し、工場、倉庫

その他これら

に類する用途

（以下「工場

等」という。）

の場合にあっ

ては、19,000

円とする。 

 



議案第13号17 

 

議案第13号17 

床面積の合計

が300平方メー

トル以上のも

の 

１件 111,000円。た

だし、工場等の

場合にあって

は、27,000円と

する。 

上記区分以外

の場合 

床面積の合計

が300平方メー

トル未満のも

の 

１件 229,000円。た

だし、工場等の

場合にあって

は、23,000円と

する。 

床面積の合計

が300平方メー

トル以上のも

の 

１件 287,000円。た

だし、工場等の

場合にあって

は、32,000円と

する。 

建築物のエネルギー消

費性能の向上等に関す

る法律第11条第２項又

は第12条第３項の規定

による変更の建築物エ

建築物のエネルギー

消費性能の向上等に

関する法律第30条第

１項の規定により建

築物エネルギー消費

一戸建ての住宅 他の建築物の増加する部分の床面

積（以下この項において「他の建築

物の増加床面積」という。）がない

場合 

１件 3,000円 



議案第13号18 

 

議案第13号18 

ネルギー消費性能適合

性判定 

性能向上計画の認定

を受けた場合 

他の建築物の増加面積がある場合 １件 8,000円 

共同住宅等 他の建築物の

増加床面積が

ない場合 

他の建築物の

床面積（既に建

築物エネルギ

ー消費性能適

合性判定を受

けた他の建築

物の床面積の

変更しない部

分の床面積を

含む。以下この

項において「他

の建築物の変

更床面積」とい

う。）の合計が

300平方メート

ル未満のもの 

１件 5,000円 

他の建築物の

変更床面積の

合計が300平方

１件 11,000円 



議案第13号19 

 

議案第13号19 

メートル以上

2,000平方メー

トル未満のも

の 

他の建築物の

変更床面積の

合計が2,000平

方メートル以

上5,000平方メ

ートル未満の

もの 

１件 23,000円 

他の建築物の

変更床面積の

合計が5,000平

方メートル以

上のもの 

１件 41,000円 

他の建築物の増加床面積がある場

合 

１件 他の建築物の

増加床面積が

ない場合に定

める区分に応

じそれぞれ他



議案第13号20 

 

議案第13号20 

の建築物の増

加床面積がな

い場合に定め

る額に、アから

ウまでに定め

る区分に応じ

それぞれアか

らウまでに定

める額を加え

た額 

ア 他の建築

物の増加床

面積の合計

が300平方メ

ートル未満

のもの 

10,000円 

イ 他の建築

物の増加床

面積の合計

が300平方メ



議案第13号21 

 

議案第13号21 

ートル以上

2,000平方メ

ートル未満

のもの 

21,000円 

ウ 他の建築

物の増加床

面積の合計

が2,000平方

メートル以

上のもの 

46,000円 

非住宅 他の建築物の

増加床面積が

ない場合 

他の建築物の

変更床面積の

合計が300平方

メートル未満

のもの 

１件 5,000円 

他の建築物の

変更床面積の

合計が300平方

メートル以上

１件 9,000円 



議案第13号22 

 

議案第13号22 

1,000平方メー

トル未満のも

の 

他の建築物の

変更床面積の

合計が1,000平

方メートル以

上2,000平方メ

ートル未満の

もの 

１件 14,000円 

他の建築物の

変更床面積の

合計が2,000平

方メートル以

上のもの 

１件 41,000円 



議案第13号23 

 

議案第13号23 

他の建築物の増加床面積がある場

合 

１件 他の建築物の

増加床面積が

ない場合に定

める区分に応

じそれぞれ他

の建築物の増

加床面積がな

い場合に定め

る額に、アから

エまでに定め

る区分に応じ

それぞれアか

らエまでに定

める額を加え

た額 

ア 他の建築

物の増加床

面積の合計

が300平方メ

ートル未満

のもの 



議案第13号24 

 

議案第13号24 

10,000円 

イ 他の建築

物の増加床

面積の合計

が300平方メ

ートル以上

1,000平方メ

ートル未満

のもの 

17,000円 

ウ 他の建築

物の増加床

面積の合計

が1,000平方

メートル以

上2,000平方

メートル未

満のもの 

27,000円 

エ 他の建築

物の増加床



議案第13号25 

 

議案第13号25 

面積の合計

が2,000平方

メートル以

上のもの 

82,000円 



議案第13号26 

 

議案第13号26 

上記区分以外の場合 一戸建ての住宅 基準省令第１

条第１項第２

号のイの(1)及

びロの(1)に掲

げる基準への

適合を確認す

る方法による

場合 

増加

する

部分

の床

面積

（以

下こ

の項

にお

いて

「増

加床

面積」

とい

う。）

がな

い場

合 

床面積

（既に

建築物

エネル

ギー消

費性能

適合性

判定を

受けた

床面積

の変更

しない

部分の

床面積

を含

む。以

下この

項にお

いて

「変更

床面

１件 18,000円 



議案第13号27 

 

議案第13号27 

積」と

いう。）

の合計

が200

平方メ

ートル

未満の

もの 



議案第13号28 

 

議案第13号28 

変更床

面積の

合計が

200平

方メー

トル以

上のも

の 

１件 20,000円 



議案第13号29 

 

議案第13号29 

増加床面積が

ある場合 

１件 増加床面積がな

い場合に定める

区分に応じそれ

ぞれ増加床面積

がない場合に定

める額に、ア又

はイに定める区

分に応じそれぞ

れア又はイに定

める額を加えた

額 

ア 増加床面積

の合計が200

平方メートル

未満のもの 

35,000円 

イ 増加床面積

の合計が200

平方メートル

以上のもの 

39,000円 



議案第13号30 

 

議案第13号30 

上記区分以外

の場合 

増加

床面

積が

ない

場合 

変更床

面積の

合計が

200平

方メー

トル未

満のも

の 

１件 13,000円 

変更床

面積の

合計が

200平

方メー

トル以

上のも

の 

１件 15,000円 

増加床面積があ

る場合 

１件 増加床面積がな

い場合に定める

区分に応じそれ

ぞれ増加床面積

がない場合に定



議案第13号31 

 

議案第13号31 

める額に、ア又

はイに定める区

分に応じそれぞ

れア又はイに定

める額を加えた

額 

ア 増加床面積

の合計が200

平方メートル

未満のもの 

26,000円 

イ 増加床面積

の合計が200

平方メートル

以上のもの 

28,000円 



議案第13号32 

 

議案第13号32 

共同住宅等 基準省令第１

条第１項第２

号のイの(1)及

びロの(1)に掲

げる基準への

適合を確認す

る方法による

場合 

増加

床面

積が

ない

場合 

変更床

面積の

合計30

0平方

メート

ル未満

のもの 

１件 35,000円 

変更床

面積の

合計が

300平

方メー

トル以

上のも

の 

１件 59,000円 

増加床面積が

ある場合 

１件 105,000円 

上記区分以外

の場合 

増加

床面

積が

ない

変更床

面積の

合計が

300平

１件 26,000円 



議案第13号33 

 

議案第13号33 

場合 方メー

トル未

満のも

の 

変更床

面積の

合計が

300平

方メー

トル以

上のも

の 

１件 43,000円 

増加床面積が

ある場合 

１件 77,000円 

非住宅 基準省令第１

条第１項第１

号のロに掲げ

る基準への適

合を確認する

方法による場

合 

増加

床面

積が

ない

場合 

変更床

面積の

合計が

300平

方メー

トル未

満のも

１件 44,000円。ただ

し、工場等の場

合にあっては、

10,000円とす

る。 



議案第13号34 

 

議案第13号34 

の 

変更

床面

積の

合計

が300

平方

メー

トル

以上

のも

の 

１件 57,000円。ただ

し、工場等の場

合にあっては、

15,000円とす

る。 

増加床面積があ

る場合 

１件 132,000円。た

だし、工場等の

場合にあって

は、29,000円と

する。 

上記区分以外

の場合 

増加

床面

積が

変更床

面積の

合計が

１件 115,000円。た

だし工場等の

場合にあって



議案第13号35 

 

議案第13号35 

ない

場合 

300平

方メー

トル未

満のも

の 

は、12,000円と

する。 

変更床

面積の

合計が

300平

方メー

トル以

上のも

の 

１件 144,000円。た

だし、工場等の

場合にあって

は、17,000円と

する。 

増加床面積が

ある場合 

１件 344,000円。た

だし、工場等の

場合にあって

は、35,000円と

する。 

建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第11条第２項又は第12条第３項の規定による軽微な変更に関

する証明書の交付 

１件 建築物のエネ

ルギー消費性

能の向上等に



議案第13号36 

 

議案第13号36 

関する法律第1

1条第２項又は

第12条第３項

の規定による

変更の建築物

エネルギー消

費性能適合性

判定の部に定

める区分に応

じ、それぞれに

定める額 

建築物のエネルギー消

費性能の向上等に関す

る法律第29条第１項の

規定による建築物エネ

ルギー消費性能向上計

画の認定の申請に対す

る審査 

当該計画が建築物の

エネルギー消費性能

の向上等に関する法

律第30条第１項第１

号に掲げる基準に適

合すると市長が認め

た場合 

一戸建ての住宅 １件 5,000円 

共同住宅等 床面積の合計が300平方メートル未

満のもの 

１件 10,000円 

床面積の合計が300平方メートル以

上のもの 

１件 21,000円 

非住宅 床面積の合計が300平方メートル未

満のもの 

１件 10,000円 

床面積の合計が300平方メートル以

上のもの 

１件 17,000円 



議案第13号37 

 

議案第13号37 

上記区分以外の場合 一戸建ての住宅 基準省令第10

条第２号のイ

の(1)及びロの

(1)に掲げる基

準への適合を

確認する方法

による場合 

床面積の合計が

200平方メート

ル未満のもの 

１件 35,000円 

床面積の合計が

200平方メート

ル以上のもの 

１件 39,000円 

基準省令第10条

第２号のイの

(2)及びロの(2)

に掲げる基準へ

の適合を確認す

る方法による場

合 

床面積の合計が

200平方メート

ル未満のもの 

１件 18,000円 

床面積の合計が

200平方メート

ル以上のもの 

１件 19,000円 

上記２区分以外

の場合 

床面積の合計が

200平方メート

ル未満のもの 

１件 26,000円 

床面積の合計が

200平方メート

ル以上のもの 

１件 28,000円 



議案第13号38 

 

議案第13号38 

共同住宅等 基準省令第10条

第２号のイの

(1)及びロの(1)

に掲げる基準へ

の適合を確認す

る方法による場

合 

床面積の合計が

300平方メート

ル未満のもの 

１件 70,000円 

床面積の合計が

300平方メート

ル以上のもの 

１件 116,000円 

基準省令第10

条第２号のイ

の(2)及びロの

(2)に掲げる基

準への適合を

確認する方法

による場合 

床面積の合計が

300平方メート

ル未満のもの 

１件 34,000円 

床面積の合計が

300平方メート

ル以上のもの 

１件 58,000円 

上記２区分以

外の場合 

床面積の合計が

300平方メート

ル未満のもの 

１件 51,000円 

床面積の合計が

300平方メート

ル以上のもの 

１件 85,000円 



議案第13号39 

 

議案第13号39 

非住宅 基準省令第10

条第１号のイ

の(2)及びロの

(2)に掲げる基

準への適合を

確認する方法

による場合 

床面積の合計が

300平方メート

ル未満のもの 

１件 88,000円 

床面積の合計が

300平方メート

ル以上のもの 

１件 111,000円 

上記区分以外

の場合 

床面積の合計が

300平方メート

ル未満のもの 

１件 229,000円 

床面積の合計が

300平方メート

ル以上のもの 

１件 287,000円 

建築物のエネルギー消

費性能の向上等に関す

る法律第31条第１項の

規定による建築物エネ

ルギー消費性能向上計

画の変更の認定の申請

に対する審査 

当該計画が建築物の

エネルギー消費性能

の向上等に関する法

律第30条第１項第１

号に掲げる基準に適

合すると市長が認め

た場合 

一戸建ての住宅 １件 3,000円 

共同住宅等 床面積の合計が300平方メートル未

満のもの 

１件 5,000円 

床面積の合計が300平方メートル以

上のもの 

１件 11,000円 

非住宅 床面積の合計が300平方メートル未

満のもの 

１件 5,000円 



議案第13号40 

 

議案第13号40 

床面積の合計が300平方メートル以

上のもの 

１件 9,000円 

上記区分以外の場合 一戸建ての住宅 基準省令第10

条第２号のイ

の(1)及びロの

(1)に掲げる基

準への適合を

確認する方法

による場合 

床面積の合計が

200平方メート

ル未満のもの 

１件 18,000円 

床面積の合計が

200平方メート

ル以上のもの 

１件 20,000円 

基準省令第10

条第２号のイ

の(2)及びロの

(2)に掲げる基

準への適合を

確認する方法

による場合 

床面積の合計が

200平方メート

ル未満のもの 

１件 10,000円 

床面積の合計が

200平方メート

ル以上のもの 

１件 10,000円 

上記２区分以

外の場合 

床面積の合計が

200平方メート

ル未満のもの 

１件 13,000円 



議案第13号41 

 

議案第13号41 

床面積の合計が

200平方メート

ル以上のもの 

１件 15,000円 

共同住宅等 基準省令第10

条第２号のイ

の(1)及びロの

(1)に掲げる基

準への適合を

確認する方法

による場合 

床面積の合計が

300平方メート

ル未満のもの 

１件 35,000円 

床面積の合計が

300平方メート

ル以上のもの 

１件 59,000円 

基準省令第10

条第２号のイ

の(2)及びロの

(2)に掲げる基

準への適合を

確認する方法

による場合 

床面積の合計が

300平方メート

ル未満のもの 

１件 18,000円 

床面積の合計が

300平方メート

ル以上のもの 

１件 30,000円 

上記２区分以

外の場合 

床面積の合計が

300平方メート

ル未満のもの 

１件 26,000円 



議案第13号42 

 

議案第13号42 

床面積の合計が

300平方メート

ル以上のもの 

１件 43,000円 

非住宅 基準省令第10

条第１号のイ

の(2)及びロの

(2)に掲げる基

準への適合を

確認する方法

による場合 

床面積の合計が

300平方メート

ル未満のもの 

１件 44,000円 

床面積の合計が

300平方メート

ル以上のもの 

１件 57,000円 

上記区分以外

の場合 

床面積の合計が

300平方メート

ル未満のもの 

１件 115,000円 

床面積の合計が

300平方メート

ル以上のもの 

１件 144,000円 

（略） 



議案第13号43 

 

議案第13号43 

現行 

区分 単位 金額 

（略） 

都市の低炭素化の促進

に関する法律第54条第

１項の規定による低炭

素建築物新築等計画の

認定の申請に対する審

査 

適合証

（登録

住宅性

能評価

機関そ

の他の

登録建

築物調

査機関

が認定

基準に

適合す

ると証

明した

書類を

いう。

以下同

じ。）

性能基

準（建築

物エネ

ルギー

消費性

能基準

等を定

める省

令（平成

28年経

済産業

省令・国

土交通

省令第

１号。以

下「基準

省令」と

いう。）

一戸建ての住宅 １棟 5,000円 

共同住宅等 床面積の合計が300平方メートル

未満のもの 

１棟 10,000円 

床面積の合計が300平方メートル

以上のもの 

１棟 21,000円 



議案第13号44 

 

議案第13号44 

により

当該計

画が都

市の低

炭素化

の促進

に関す

る法律

第54条

第１項

第１号

に掲げ

る基準

に適合

すると

市長が

認めた

場合 

を実施

するた

めに国

土交通

大臣が

定める

計算方

法で適

用を確

認する

方法を

いう。以

下同

じ。）又

は誘導

仕様基

準（基準

省令を

実施す

るため

に国土



議案第13号45 

 

議案第13号45 

交通大

臣が定

める仕

様への

適用を

確認す

る方法

をいう。

以下同

じ。）に

よる場

合 

標準入

力法（基

準省令

第１条

第１項

第１号

イに規

定する

基準の

上記２区分以外の建

築物（以下「非住宅」

という。） 

床面積の合計が300平方メートル

未満のもの 

１棟 10,000円 

床面積の合計が300平方メートル

以上のもの 

１棟 17,000円 



議案第13号46 

 

議案第13号46 

適合を

確認す

る方法

であっ

て、全て

の室に

ついて

計算を

行うも

のをい

う。以下

同じ。）

若しく

は主要

室入力

法（基準

省令第

１条第

１項第

１号イ

に規定



議案第13号47 

 

議案第13号47 

する基

準の適

合を確

認する

方法で

あって、

主要で

はない

室の計

算を省

略でき

るもの

をいう。

以下同

じ。）又

はモデ

ル建物

法（基準

省令第

１条第

１項第



議案第13号48 

 

議案第13号48 

１号ロ

に規定

する基

準の適

合を確

認する

方法を

いう。以

下同

じ。）に

よる場

合 

上記区

分以外

の場合 

性能基

準によ

る場合 

一戸建ての住宅 床面積の合計が200平方メートル

未満のもの 

１棟 34,000円 

床面積の合計が200平方メートル

以上のもの 

１棟 38,000円 

共同住宅等 床面積の合計が300平方メートル

未満のもの 

１棟 68,000円 

床面積の合計が300平方メートル

以上のもの 

１棟 114,000円 

誘導仕 一戸建ての住宅 床面積の合計が200平方メートル １棟 18,000円 



議案第13号49 

 

議案第13号49 

様基準

による

場合 

未満のもの 

床面積の合計が200平方メートル

以上のもの 

１棟 19,000円 

共同住宅等 床面積の合計が300平方メートル

未満のもの 

１棟 33,000円 

床面積の合計が300平方メートル

以上のもの 

１棟 57,000円 

モデル

建物法

による

場合 

非住宅 床面積の合計が300平方メートル

未満のもの 

１棟 86,000円 

床面積の合計が300平方メートル

以上のもの 

１棟 109,000円 

標準入

力法又

は主要

室入力

法によ

る場合 

非住宅 床面積の合計が300平方メートル

未満のもの 

１棟 224,000円 

床面積の合計が300平方メートル

以上のもの 

１棟 280,000円 

都市の低炭素化の促進

に関する法律第55条第

１項の規定による認定

認定を

受けた

低炭素

性能基

準又は

誘導仕

一戸建ての住宅 １棟 3,000円 

共同住宅等 床面積の合計が300平方メートル

未満のもの 

１棟 5,000円 



議案第13号50 

 

議案第13号50 

を受けた低炭素建築物

新築等計画の変更の認

定の申請に対する審査 

建築物

新築等

計画の

都市の

低炭素

化の促

進に関

する法

律第54

条第１

項に係

る事項

の変更

で、適

合証に

より当

該変更

が都市

の低炭

素化の

促進に

様基準

による

場合 

床面積の合計が300平方メートル

以上のもの 

１棟 11,000円 

標準入

力法、主

要室入

力法又

はモデ

ル建物

法によ

る場合 

非住宅 床面積の合計が300平方メートル

未満のもの 

１棟 5,000円 

床面積の合計が300平方メートル

以上のもの 

１棟 9,000円 



議案第13号51 

 

議案第13号51 

関する

法律第

54条第

１項第

１号に

掲げる

基準に

適合す

ると市

長が認

めた場

合 

上記区

分以外

の場合 

性能基

準によ

る場合 

一戸建ての住宅 床面積の合計が200平方メートル

未満のもの 

１棟 18,000円 

床面積の合計が200平方メートル

以上のもの 

１棟 20,000円 

共同住宅等 床面積の合計が300平方メートル

未満のもの 

１棟 35,000円 

床面積の合計が300平方メートル

以上のもの 

１棟 57,000円 

誘導仕 一戸建ての住宅 床面積の合計が200平方メートル １棟 9,000円 



議案第13号52 

 

議案第13号52 

様基準

による

場合 

未満のもの 

床面積の合計が200平方メートル

以上のもの 

１棟 10,000円 

共同住宅等 床面積の合計が300平方メートル

未満のもの 

１棟 17,000円 

床面積の合計が300平方メートル

以上のもの 

１棟 28,000円 

モデル

建物法

による

場合 

非住宅 床面積の合計が300平方メートル

未満のもの 

１棟 43,000円 

床面積の合計が300平方メートル

以上のもの 

１棟 55,000円 

標準入

力法又

は主要

室入力

法によ

る場合 

非住宅 床面積の合計が300平方メートル

未満のもの 

１棟 112,000円 

床面積の合計が300平方メートル

以上のもの 

１棟 141,000円 



議案第13号53 

 

議案第13号53 

建築物のエネルギー消

費性能の向上等に関す

る法律第12条第１項又

は第13条第２項の規定

による建築物エネルギ

ー消費性能適合性判定 

通知書（登録建築物エネルギー消費性能判定機関（建築物のエネルギー消費性能の向

上等に関する法律第15条に規定するものをいう。）が判定基準に適合すると認めた書

類をいう。以下同じ。）により建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第

35条第１項第１号に掲げる基準に適合すると市長が認めた場合 

１件 17,000円 

上記区分以外の場合 モデル建物法による場合 １件 109,000円。ただ

し、工場、倉庫そ

の他これらに類す

る用途（以下「工

場等」という。）

の場合にあって

は、27,000円とす

る。 

上記区分以外の場合 １件 280,000円。ただ

し、工場等の場合

にあっては、31,00

0円とする。 

建築物のエネルギー消

費性能の向上等に関す

る法律第12条第２項又

は第13条第３項の規定

通知書により建築物

のエネルギー消費性

能の向上等に関する

法律第35条第１項第

建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第34条

第３項に規定する他の建築物の同法第11条第１項に規定す

る非住宅部分の床面積の増加する部分の床面積（以下「他の

建築物の非住宅部分増加床面積」という。）がない場合 

１件 9,000円 



議案第13号54 

 

議案第13号54 

による変更の建築物エ

ネルギー消費性能適合

性判定 

１号に掲げる基準に

適合すると市長が認

めた場合 

他の建築物の非住宅部分増加床面積がある場合 １件 19,000円 

上記区分以外の場合 モデル建物法により

計算した場合 

建築物のエネルギー消費性能の向

上等に関する法律第11条第１項に

規定する非住宅部分の床面積の増

加する部分の床面積（以下「非住

宅部分増加床面積」という。）が

ない場合 

１件 57,000円。ただし、

工場等の場合にあ

っては、14,000円

とする。 

非住宅部分増加床面積がある場合 １件 143,000円。ただ

し、工場等の場合

にあっては、33,00

0円とする。 

上記区分以外の場合 非住宅部分増加床面積がない場合 １件 141,000円。ただ

し、工場等の場合

にあっては、16,00

0円とする。 

非住宅部分増加床面積がある場合 １件 365,000円。ただ

し、工場等の場合

にあっては、39,00

0円とする。 



議案第13号55 

 

議案第13号55 

建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第12条第２項又は第13条第３項の規定による軽微な変更に関

する証明書の交付 

１件 建築物のエネルギ

ー消費性能の向上

等に関する法律第

12条第２項又は第

13条第３項の規定

による変更の建築

物エネルギー消費

性能適合性判定の

部に定める区分に

応じ、それぞれに

定める額 

建築物のエネルギー消

費性能の向上等に関す

る法律第34条第１項の

規定による建築物エネ

ルギー消費性能向上計

画の認定の申請に対す

る審査 

適合証

により

当該計

画が建

築物の

エネル

ギー消

費性能

の向上

等に関

性能基

準又は

誘導仕

様基準

による

場合 

一戸建ての住宅 １棟 5,000円 

共同住宅等 床面積の合計が300平方メートル

未満のもの 

１棟 10,000円 

床面積の合計が300平方メートル

以上のもの 

１棟 21,000円 

標準入

力法、主

要室入

力法又

非住宅 床面積の合計が300平方メートル

未満のもの 

１棟 10,000円 

床面積の合計が300平方メートル

以上のもの 

１棟 17,000円 



議案第13号56 

 

議案第13号56 

する法

律第35

条第１

項第１

号に掲

げる基

準に適

合する

と市長

が認め

た場合 

はモデ

ル建物

法によ

る場合 

上記区

分以外

の場合 

性能基

準によ

る場合 

一戸建ての住宅 床面積の合計が200平方メートル

未満のもの 

１棟 34,000円 

床面積の合計が200平方メートル

以上のもの 

１棟 38,000円 

共同住宅等 床面積の合計が300平方メートル

未満のもの 

１棟 68,000円 

床面積の合計が300平方メートル

以上のもの 

１棟 114,000円 

誘導仕

様基準

一戸建ての住宅 床面積の合計が200平方メートル

未満のもの 

１棟 18,000円 



議案第13号57 

 

議案第13号57 

による

場合 

床面積の合計が200平方メートル

以上のもの 

１棟 19,000円 

共同住宅等 床面積の合計が300平方メートル

未満のもの 

１棟 33,000円 

床面積の合計が300平方メートル

以上のもの 

１棟 57,000円 

モデル

建物法

による

場合 

非住宅 床面積の合計が300平方メートル

未満のもの 

１棟 86,000円 

床面積の合計が300平方メートル

以上のもの 

１棟 109,000円 

標準入

力法又

は主要

室入力

法によ

る場合 

非住宅 床面積の合計が300平方メートル

未満のもの 

１棟 224,000円 

床面積の合計が300平方メートル

以上のもの 

１棟 280,000円 

建築物のエネルギー消

費性能の向上等に関す

る法律第36条第１項の

規定による建築物エネ

ルギー消費性能向上計

適合証

により

当該計

画が建

築物の

性能基

準又は

誘導仕

様基準

による

一戸建ての住宅 １棟 3,000円 

共同住宅等 床面積の合計が300平方メートル

未満のもの 

１棟 5,000円 

床面積の合計が300平方メートル

以上のもの 

１棟 11,000円 



議案第13号58 

 

議案第13号58 

画の変更の認定の申請

に対する審査 

エネル

ギー消

費性能

の向上

等に関

する法

律第35

条第１

項第１

号に掲

げる基

準に適

合する

と市長

が認め

た場合 

場合 

標準入

力法、主

要室入

力法又

はモデ

ル建物

法によ

る場合 

非住宅 床面積の合計が300平方メートル

未満のもの 

１棟 5,000円 

床面積の合計が300平方メートル

以上のもの 

１棟 9,000円 

上記区

分以外

の場合 

性能基

準によ

る場合 

一戸建ての住宅 床面積の合計が200平方メートル

未満のもの 

１棟 18,000円 

床面積の合計が200平方メートル

以上のもの 

１棟 20,000円 

共同住宅等 床面積の合計が300平方メートル １棟 35,000円 



議案第13号59 

 

議案第13号59 

未満のもの 

床面積の合計が300平方メートル

以上のもの 

１棟 57,000円 

誘導仕

様基準

による

場合 

一戸建ての住宅 床面積の合計が200平方メートル

未満のもの 

１棟 9,000円 

床面積の合計が200平方メートル

以上のもの 

１棟 10,000円 

共同住宅等 床面積の合計が300平方メートル

未満のもの 

１棟 17,000円 

床面積の合計が300平方メートル

以上のもの 

１棟 28,000円 

モデル

建物法

による

場合 

非住宅 床面積の合計が300平方メートル

未満のもの 

１棟 43,000円 

床面積の合計が300平方メートル

以上のもの 

１棟 55,000円 

標準入

力法又

は主要

室入力

法によ

る場合 

非住宅 床面積の合計が300平方メートル

未満のもの 

１棟 112,000円 

床面積の合計が300平方メートル

以上のもの 

１棟 141,000円 



議案第13号60 

 

議案第13号60 

建築物のエネルギー消

費性能の向上等に関す

る法律第41条第１項の

規定による建築物のエ

ネルギー消費性能に係

る認定の申請に対する

審査 

建築物のエネルギー

消費性能の向上等に

関する法律第２条第

３号に規定する建築

物エネルギー消費性

能基準に適合すると

市長が認めた場合 

一戸建ての住宅 １件 5,000円 

共同住宅等 床面積の合計が300平方メートル

未満のもの 

１件 10,000円 

床面積の合計が300平方メートル

以上500平方メートル以下のもの 

１件 21,000円 

非住宅 床面積の合計が300平方メートル

未満のもの 

１件 10,000円 

床面積の合計が300平方メートル

以上500平方メートル以下のもの 

１件 17,000円 

上記区分以外の場合 一戸建ての住宅で、

基準省令第１条第１

項第２号イ及びロに

規定する基準を満た

す場合 

床面積の合計が200平方メートル

未満のもの 

１件 34,000円 

床面積の合計が200平方メートル

以上のもの 

１件 38,000円 

上記区分の一戸建て

の住宅のうち、基準

省令第１条第１項第

２号イ(2)(i)及びロ

(2)又は同号イ(3)及

びロ(3)に掲げる基

準への適合を確認す

床面積の合計が200平方メートル

未満のもの 

１件 18,000円 

床面積の合計が200平方メートル

以上のもの 

１件 19,000円 



議案第13号61 

 

議案第13号61 

る方法による場合 

共同住宅等で、基準

省令第１条第１項第

２号イ及びロに規定

する基準を満たす場

合 

床面積の合計が300平方メートル

未満のもの 

１件 68,000円 

床面積の合計が300平方メートル

以上500平方メートル以下のもの 

１件 114,000円 

上記区分の共同住宅

等のうち、基準省令

第１条第１項第２号

イ(2)(ii)及びロ(2)

又は同号イ(3)及び

ロ(3)に掲げる基準

への適合を確認する

方法による場合 

床面積の合計が300平方メートル

未満のもの 

１件 33,000円 

床面積の合計が300平方メートル

以上500平方メートル以下のもの 

１件 57,000円 

非住宅で、モデル建

物法により計算した

場合 

床面積の合計が300平方メートル

未満のもの 

１件 86,000円 

床面積の合計が300平方メートル

以上500平方メートル以下のもの 

１件 109,000円 

非住宅で、モデル建

物法以外の方法によ

り計算した場合 

床面積の合計が300平方メートル

未満のもの 

１件 224,000円 

床面積の合計が300平方メートル １件 280,000円 



議案第13号62 

 

議案第13号62 

以上500平方メートル以下のもの 

（略） 

 



議案第13号63 

 

議案第13号63 

【別記２】 

 

改正後（案） 

区分 単位 金額 

１ 建築基準法（以下この表に

おいて「法」という。）第６

条第１項の規定による確認の

申請又は法第18条第２項の規

定による通知に対する審査 

基準省令

第１条第

２号のイ

の(2)及び

ロの(2)に

掲げる基

準への適

合を確認

する方法

による審

査（以下

「省エネ

ルギー仕

様基準審

査」とい

う。）を行

わない場

床面積の合計が30平方

メートル以内のもの 

法第６条の４第１項各号のいず

れかに該当する建築物 

１件 6,000円 

上記以外 １件 10,000円 

床面積の合計が30平方

メートルを超え、100平

方メートル以内のもの 

法第６条の４第１項各号のいず

れかに該当する建築物 

１件 11,000円 

上記以外 １件 16,000円 

床面積の合計が100平方

メートルを超え、200平

方メートル以内のもの 

法第６条の４第１項各号のいず

れかに該当する建築物 

１件 16,000円 

 
上記以外 １件 27,000円 

床面積の合計が200平方

メートルを超え、500平

方メートル以内のもの 

法第６条の４第１項各号のいず

れかに該当する建築物 

１件 27,000円 

上記以外 １件 51,000円 

床面積の合計が500平方

メートルを超えるもの 

法第６条の４第１項各号のいず

れかに該当する建築物 

１件 43,000円 

上記以外 １件 67,000円 



議案第13号64 

 

議案第13号64 

合 

 省エネルギー仕様基準審査を行う場

合 

一戸建ての住宅 １件 省エネルギー仕

様基準審査を行

わない場合に定

める区分に応じ

それぞれ定める

額に、次のア又

はイに定める額

を加えた額 

ア 省エネルギ

ー仕様基準審

査を行う部分

の床面積が

200平方メー

トル未満のも

の 14,000円 

イ 省エネルギ

ー仕様基準審

査を行う部分

の床面積が

200平方メー



議案第13号65 

 

議案第13号65 

トル以上のも

の 15,000円 

 上記以外の住宅 １件 省エネルギー仕

様基準審査を行

わない場合に定

める区分に応じ

それぞれ定める

額に、次のア又

はイに定める額

を加えた額 

ア 省エネルギ

ー仕様基準審

査を行う部分

の床面積が30

0平方メート

ル未満のもの

 30,000円 

イ 省エネルギ

ー仕様基準審

査を行う部分

の床面積が30



議案第13号66 

 

議案第13号66 

0平方メート

ル以上のもの

 52,000円 

２ 法第７条第１項又は法第18

条第21項の規定による完了検

査 

床面積の合計が30平方メートル以内

のもの 

法第７条の５に該当する建築物 １件 13,000円 

上記以外 １件 15,000円 

床面積の合計が30平方メートルを超

え、100平方メートル以内のもの 

法第７条の５に該当する建築物 １件 15,000円 

上記以外 １件 21,000円 

床面積の合計が100平方メートルを超

え、200平方メートル以内のもの 

法第７条の５に該当する建築物 １件 20,000円 

上記以外 １件 26,000円 

床面積の合計が200平方メートルを超

え、500平方メートル以内のもの 

法第７条の５に該当する建築物 １件 26,000円 

上記以外 １件 38,000円 

床面積の合計が500平方メートルを超

えるもの 

法第７条の５に該当する建築物 １件 44,000円 

上記以外 １件 64,000円 

３ 法第７条の６第１項第１号又は法第18条第38項第１号（法第87条の４又は法第88条第１項において準用す

る場合を含む。）の規定による仮使用の認定の申請に対する審査 

１件 120,000円 

４ 法第７条の６第１項第２号又は法第18条第38項第２号（法第87条の４又は法第88条第１項において準用す

る場合を含む。）の規定による仮使用の認定の申請に対する審査 

１件 120,000円 

５ 法第42条第１項第５号の規定による道路の位置の指定の申請に対する審査 １件 50,000円 

６ 法第43条第２項第１号の規定による建築の認定の申請に対する審査 １件 28,000円 

７ 法第85条第６項の規定によ

る仮設建築物の建築の許可の

許可の期間１月を超えるもの １件 120,000円 

許可の期間１月以内のもの １件 61,000円 



議案第13号67 

 

議案第13号67 

申請に対する審査 

８ 法第86条第１項の規定によ

る１又は２以上の建築物に関

する特例の認定の申請に対す

る審査 

建築物の数が１又は２である場合 １件 80,000円 

建築物の数が３以上である場合 １件 80,000円に２を

超える建築物の

数に28,000円を

乗じて得た額を

加えた額 

９ 法第86条第２項の規定によ

る特例の認定の申請に対する

審査 

建築物（既存建築物を除く。以下この項において同じ。）の数が１である

場合 

１件 80,000円 

建築物の数が２以上である場合 １件 80,000円に１を

超える建築物の

数に28,000円を

乗じて得た額を

加えた額 

10 法第86条の２第１項の規定

による一敷地内認定建築物以

外の建築物の新築又は一敷地

内認定建築物の増築等の認定

の申請に対する審査 

新築又は増築等に係る建築物の数が１である場合 １件 80,000円 

新築又は増築等に係る建築物の数が２以上である場合 １件 80,000円に１を

超える新築又は

増築等に係る建

築物の数に28,0

00円を乗じて得

た額を加えた額 



議案第13号68 

 

議案第13号68 

11 法第86条の５第１項の規定による一の敷地内の建築物の認定の取消しの申請に対する審査 １件 6,500円に現に

存する建築物の

数に12,000円を

乗じて得た額を

加えた額 

12 法第86条の７第１項の規定により法第43条第１項の規定の適用が除外される建築物の大規模の修繕又は大

規模の模様替（建築基準法施行令（昭和25年政令第338号）第137条の12第６項に規定するものをいう。）に

係る認定の申請に対する審査 

１件 28,000円 

13 法第86条の７第１項の規定により法第44条第１項の規定の適用が除外される建築物の大規模の修繕又は大

規模の模様替（建築基準法施行令第137条の12第７項に規定するものをいう。）に係る認定の申請に対する審

査 

１件 28,000円 

14 法第86条の８第１項の規定

による特例の認定又は同条第

３項の規定による変更の認定

の申請に対する審査 

法第６条第１項第３号に該当する建築物 １件 28,000円 

上記以外 １件 120,000円 

15 法第６条第１項第２号又は 法第６条第１項第３号に該当する建築物 １件 28,000円 



議案第13号69 

 

議案第13号69 

第３号に該当する建築物に係

る法第87条の２第１項の規定

による特例の認定又は同条第

２項において準用する法第86

条の８第３項の規定による特

例の変更の申請に対する審査 

上記以外 １件 120,000円 

16 法第87条の３第６項の規定

による一時的な用途変更に係

る許可の申請に対する審査 

許可の期間が１月を超えるもの １件 120,000円 

許可の期間が１月以内のもの １件 61,000円 

17 法第88条第１項において準

用する法第６条第１項の規定

による確認の申請又は法第18

条第２項の規定による通知に

対する審査 

工作物を築造する場合（次の区分に掲げる場合を除く。） １件 12,000円 

確認を受けた工作物の計画を変更して工作物を築造する場合 １件 7,000円 

18 法第88条第１項において準用する法第７条第１項又は法第18条第21項の規定による完了検査 １件 14,000円 

19 飯田市特別用途地区建築条例（平成19年飯田市条例第65号）第３条第１項ただし書の規定による許可の申

請に対する審査 

１件 180,000円 

20 飯田市特定用途制限地域建築条例（平成20年飯田市条例第34号）第４条第１項ただし書の規定による許可

の申請に対する審査 

１件 180,000円 

21 飯田市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例（平成31年飯田市条例第14号）第10条第１項

の規定による許可の申請に対する審査 

１件 180,000円 



議案第13号70 

 

議案第13号70 

現行 

区分 単位 金額 

１ 建築基準法（以下この表に

おいて「法」という。）第６

条第１項の規定による確認の

申請又は法第18条第２項の規

定による通知に対する審査 

床面積の合計が30平方メ

ートル以内のもの 

法第６条の４第１項各号のいずれかに該当

する建築物 

１件 6,000円 

上記以外 １件 10,000円 

床面積の合計が30平方メ

ートルを超え、100平方メ

ートル以内のもの 

法第６条の４第１項各号のいずれかに該当

する建築物 

１件 10,000円 

上記以外 １件 16,000円 

床面積の合計が100平方

メートルを超え、200平方

メートル以内のもの 

法第６条の４第１項各号のいずれかに該当

する建築物 

１件 16,000円 

上記以外 １件 26,000円 

床面積の合計が200平方

メートルを超え、500平方

メートル以内のもの 

法第６条の４第１項各号のいずれかに該当

する建築物 

１件 26,000円 

上記以外 １件 50,000円 

床面積の合計が500平方

メートルを超えるもの 

法第６条の４第１項各号のいずれかに該当

する建築物 

１件 42,000円 

上記以外 １件 66,000円 

２ 法第７条第１項又は法第18

条第17項の規定による完了検

査 

床面積の合計が30平方メ

ートル以内のもの 

法第７条の５に該当する建築物 １件 12,000円 

上記以外 １件 13,000円 

床面積の合計が30平方メ

ートルを超え、100平方メ

法第７条の５に該当する建築物 １件 14,000円 

上記以外 １件 17,000円 



議案第13号71 

 

議案第13号71 

ートル以内のもの 

床面積の合計が100平方

メートルを超え、200平方

メートル以内のもの 

法第７条の５に該当する建築物 １件 19,000円 

上記以外 １件 22,000円 

床面積の合計が200平方

メートルを超え、500平方

メートル以内のもの 

法第７条の５に該当する建築物 １件 26,000円 

上記以外 １件 32,000円 

床面積の合計が500平方

メートルを超えるもの 

法第７条の５に該当する建築物 １件 43,000円 

上記以外 １件 53,000円 

３ 法第42条第１項第５号の規定による道路の位置の指定の申請に対する審査 １件 50,000円 

４ 法第43条第２項第１号の規定による建築の認定の申請に対する審査 １件 28,000円 

５ 法第85条第６項の規定によ

る仮設建築物の建築の許可の

申請に対する審査 

許可の期間１月を超えるもの １件 120,000円 

許可の期間１月以内のもの １件 60,000円 

６ 法第86条第１項の規定によ

る１又は２以上の建築物に関

する特例の認定の申請に対す

る審査 

建築物の数が１又は２である場合 １件 79,000円 

建築物の数が３以上である場合 １件 79,000円に２を

超える建築物の

数に28,000円を

乗じて得た額を

加えた額 

７ 法第86条第２項の規定によ 建築物（既存建築物を除く。以下この項において同じ。）の数が１である １件 79,000円 



議案第13号72 

 

議案第13号72 

る複数の建築物に関する特例

の認定の申請に対する審査 

場合 

建築物の数が２以上である場合 １件 79,000円に１を

超える建築物の

数に28,000円を

乗じて得た額を

加えた額 

８ 法第86条の２第１項の規定

による一敷地内認定建築物以

外の建築物の新築又は一敷地

内認定建築物の増築等の認定

の申請に対する審査 

新築又は増築等に係る建築物の数が１である場合 １件 79,000円 

新築又は増築等に係る建築物の数が２以上である場合 １件 79,000円に１を

超える新築又は

増築等に係る建

築物の数に28,0

00円を乗じて得

た額を加えた額 

９ 法第86条の５第１項の規定による一の敷地内の建築物の認定の取消しの申請に対する審査 １件 6,400円に現に

存する建築物の

数に12,000円を

乗じて得た額を

加えた額 



議案第13号73 

 

議案第13号73 

10 法第86条の７第１項の規定により法第43条第１項の規定の適用が除外される建築物の大規模の修繕又は大

規模の模様替（建築基準法施行令（昭和25年政令第338号）第137条の12第６項に規定するものをいう。）に

係る認定の申請に対する審査 

１件 28,000円 

11 法第86条の７第１項の規定により法第44条第１項の規定の適用が除外される建築物の大規模の修繕又は大

規模の模様替（建築基準法施行令（昭和25年政令第338号）第137条の12第７項に規定するものをいう。）に

係る認定の申請に対する審査 

１件 28,000円 

12 法第86条の８第１項の規定による特例の認定又は同条第３項の規定による変更の認定の申請に対する審査 １件 27,000円 

13 法第６条第１項第４号に該当する建築物に係る法第87条の２第１項の規定による特例の認定又は同条第２

項において準用する法第86条の８第３項の規定による特例の変更の申請に対する審査 

１件 28,000円 

14 法第87条の３第６項の規定

による一時的な用途変更に係

る許可の申請に対する審査 

許可の期間が１月を超えるもの １件 120,000円 

許可の期間が１月以内のもの １件 60,000円 

15 法第88条第１項において準

用する法第６条第１項の規定

による確認の申請又は法第18

条第２項の規定による通知に

対する審査 

工作物を築造する場合（次の区分に掲げる場合を除く。） １件 12,000円 

確認を受けた工作物の計画を変更して工作物を築造する場合 １件 7,000円 

16 法第88条第１項において準用する法第７条第１項又は法第18条第17項の規定による完了検査 １件 13,000円 

17 飯田市特別用途地区建築条例（平成19年飯田市条例第65号）第３条第１項ただし書の規定による許可の申

請に対する審査 

１件 180,000円 



議案第13号74 

 

議案第13号74 

18 飯田市特定用途制限地域建築条例（平成20年飯田市条例第34号）第４条第１項ただし書の規定による許可

の申請に対する審査 

１件 180,000円 

19 飯田市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例（平成31年飯田市条例第14号）第10条第１項

の規定による許可の申請に対する審査 

１件 180,000円 

 



議案第14号1 

 

議案第14号1 

飯田市税条例及び飯田市都市計画税条例の一部を改正する条例 

第１条関係 飯田市税条例新旧対照表（最終 令和６年６月28日飯田市条例第22号） 

改正後（案） 現行 

（所得割の税率） （所得割の税率） 

第34条の３ （略） 第34条の３ （略） 

２ 前項の「課税総所得金額」、「課税退職所得金額」又は「課税山

林所得金額」とは、それぞれ前条の規定による控除後の前年の総所

得金額、退職所得金額又は山林所得金額をいう。 

２ 前項の「課税総所得金額」、「課税退職所得金額」又は「課税山

林所得金額」とは、それぞれ第34条の２の規定による控除後の前年

の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額をいう。 

（法人等の市民税の課税の特例） （法人等の市民税の課税の特例） 

第34条の４の２ （略） 第34条の４の２ （略） 

２ （略） ２ （略） 

３ 資本金等の額が、資本金の額及び資本準備金の額の合算額又は出

資金の額に満たない場合における前２項の規定の適用については、

前２項中「資本金等の額」とあるのは、「資本金の額及び資本準備

金の額の合算額又は出資金の額」とする。 

３ 資本金等の額が、資本金の額及び資本準備金の額の合算額又は出

資金の額に満たない場合における第１項及び第２項の規定の適用

については、第１項及び第２項中「資本金等の額が」とあるのは、

「資本金の額及び資本準備金の額の合算額又は出資金の額が」とす

る。 

（市民税の申告） （市民税の申告） 

第36条の２ （略） 第36条の２ （略） 

２～９ （略） ２～９ （略） 

10 市長は市民税の賦課徴収について、必要があると認める場合に

は、新たに第23条第１項第３号又は第４号に掲げる者に該当するこ

ととなつた者に当該該当することとなつた日から10日以内にその

名称、代表者又は管理人の氏名、主たる事務所又は事業所の所在、

10 市長は市民税の賦課徴収について、必要があると認める場合に

は、新たに第23条第１項第３号又は第４号に掲げる者に該当するこ

ととなつた者に当該該当することとなつた日から10日以内にその

名称、代表者又は管理人の氏名、主たる事務所又は事業所の所在、



議案第14号2 

 

議案第14号2 

改正後（案） 現行 

当該市内に有する事務所、事業所又は寮等の所在、法人番号（行政

手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する

法律（平成25年法律第27号）第２条第16項に規定する法人番号をい

う。以下同じ。）、当該該当することとなつた日その他必要事項を

申告させることができる。 

当該市内に有する事務所、事業所又は寮等の所在、法人番号（行政

手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する

法律（平成25年法律第27号）第２条第15項に規定する法人番号をい

う。以下同じ。）、当該該当することとなつた日その他必要事項を

申告させることができる。 

（種別割の賦課期日及び納期） （種別割の賦課期日及び納期） 

第83条 （略） 第83条 （略） 

２ （略） ２ （略） 

３ 市長は、特別の事情がある場合において前項の納期により難いと

認められるときは、同項の規定にかかわらず別に納期を定めること

ができる。 

 

（原動機付自転車及び小型特殊自動車の標識の交付等） （原動機付自転車及び小型特殊自動車の標識の交付等） 

第91条 （略） 第91条 （略） 

２～５ （略） ２～５ （略） 

６ 第１項、第２項又は第３項の規定により交付又は貸与を受けた標

識は、次項から第９項までの規定により返納するまでの間は、市長

の指示に従いそれを当該原動機付自転車又は小型特殊自動車の車

体の見やすい箇所に常に取り付けていなければならない。 

６ 第１項、第２項又は第３項の規定により交付又は貸与を受けた標

識は、第７項から第９項までの規定により返納するまでの間は、市

長の指示に従いそれを当該原動機付自転車又は小型特殊自動車の

車体の見やすい箇所に常に取り付けていなければならない。 

７～11 （略） ７～11 （略） 

附 則 附 則 

 第19条の11 削除 

 



議案第14号3 

 

議案第14号3 

第２条関係 飯田市都市計画税条例新旧対照表（最終 令和６年３月31日飯田市条例第20号） 

改正後（案） 現行 

附 則 附 則 

（改修実演芸術公演施設に対する都市計画税の減額の規定の適用

を受けようとする者がすべき申告） 

（改修実演芸術公演施設に対する都市計画税の減額の規定の適用

を受けようとする者がすべき申告） 

７ 法附則第15条の11第１項の改修実演芸術公演施設について、同項

の規定の適用を受けようとする者は、同項に規定する利便性等向上

改修工事が完了した日から３月以内に、次に掲げる事項を記載した

申告書に高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施

行規則（平成18年国土交通省令第110号）第10条第２項に規定する

通知書の写し及び主として劇場、音楽堂等の活性化に関する法律

（平成24年法律第49号）第２条第２項に規定する実演芸術の公演の

用に供する施設である旨を証する書類を添付して市長に提出しな

ければならない。 

７ 法附則第15条の11第１項の改修実演芸術公演施設について、同項

の規定の適用を受けようとする者は、同項に規定する利便性等向上

改修工事が完了した日から３月以内に、次に掲げる事項を記載した

申告書に高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施

行規則（平成18年国土交通省令第110号）第10条第２項に規定する

通知書の写し及び主として劇場、音楽堂等の活性化に関する法律

（平成24年法律第49号）第２条第２項に規定する実演芸術の公演の

用に供する施設である旨を証する書類を添付して市長に提出しな

ければならない。 

(1) 納税義務者の住所、氏名又は名称及び法人番号（行政手続にお

ける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律（平

成25年法律第27号）第２条第16項に規定する法人番号をいう。以

下この号において同じ。）（法人番号を有しない者にあつては、

住所及び氏名又は名称） 

(1) 納税義務者の住所、氏名又は名称及び法人番号（行政手続にお

ける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律（平

成25年法律第27号）第２条第15項に規定する法人番号をいう。以

下この号において同じ。）（法人番号を有しない者にあつては、

住所及び氏名又は名称） 

(2)～(6) （略） (2)～(6) （略） 

 

 



議案第15号1 

議案第15号1 

飯田市中山間地域における地域振興住宅の運営に関する条例新旧対照表（最終 令和６年３月29日飯田市条例第５号） 

改正後（案） 現行 

別表（第６条関係） 別表（第６条関係） 

【別記 参照】 【別記 参照】 



議案第15号2 

議案第15号2 

【別記】 

 

改正後（案） 

名称 位置 

下久堅下虎岩第２地域振興住宅 飯田市下久堅下虎岩2933番地８ 

（略） 

千代下村第１地域振興住宅 飯田市千栄75番地９ 

（略） 

龍江一本木第１地域振興住宅 飯田市龍江3529番地３ 

 

現行 

名称 位置 

下久堅下虎岩第２地域振興住宅 飯田市下久堅下虎岩2933番地８ 

下久堅下虎岩第４地域振興住宅 飯田市下久堅下虎岩1750番地９ 

（略） 

千代下村第１地域振興住宅 飯田市千栄75番地９ 

千代下村第２地域振興住宅 飯田市千栄1080番地３ 

（略） 

龍江一本木第１地域振興住宅 飯田市龍江3529番地３ 

龍江細新第１地域振興住宅 飯田市龍江3957番地３ 

（略）  



議案第16号1 

議案第16号1 

飯田市個人番号の利用等に関する条例新旧対照表（最終 令和６年10月４日飯田市条例第30号） 

改正後（案） 現行 

（用語の意義） （用語の意義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各

号に定めるところによる。 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各

号に定めるところによる。 

(1) （略） (1) （略） 

(2) 特定個人情報 法第２条第９項に規定する特定個人情報をい

う。 

(2) 特定個人情報 法第２条第８項に規定する特定個人情報をい

う。 

(3) 個人番号利用事務実施者 法第２条第13項に規定する個人番号

利用事務実施者をいう。 

(3) 個人番号利用事務実施者 法第２条第12項に規定する個人番号

利用事務実施者をいう。 

(4) 情報提供ネットワークシステム 法第２条第15項に規定する情

報提供ネットワークシステムをいう。 

(4) 情報提供ネットワークシステム 法第２条第14項に規定する情

報提供ネットワークシステムをいう。 

(5)・(6) （略） (5)・(6) （略） 

 



議案第17号1 

議案第17号1 

福祉委員条例新旧対照表（最終 昭和52年９月28日飯田市条例第42号） 

改正後（案） 現行 

飯田市福祉委員条例 福祉委員条例 
（目的） （目的） 

第１条 この条例は、社会福祉の増進を図るため、飯田市福祉委員（以

下「福祉委員」という。）の設置に関し、必要な事項を定めること

を目的とする。 

第１条 この条例は生活困窮世帯、心身障害者を有する世帯、老人世

帯、母子世帯等（以下「困窮者等」という。）に対し適切な相談、

指導又は援護を行ない、その自立更生を助長若しくは処遇の改善を

行なうため、福祉委員（以下「委員」という。）の設置に関し必要

な事項を定め、もつて住民福祉の向上に寄与することを目的とす

る。 

（職務） 

第２条 福祉委員は、飯田市及び地域の活動に協力し、地域住民の福

祉の増進を図るものとする。 

（職務） 

第２条 委員は社会奉仕の精神をもつて前条の目的を達成するため

次の各号に掲げる職務を行なう。 

(1) 困窮者等の生活指導、援護又は心配ごとの相談 

(2) ねたきり老人、独居老人の調査、相談、生活指導及び慰問 

(3) 困窮者等の処遇改善のための調査、資料及び情報の収集 

(4) 関係行政機関及び社会福祉事業施設との連絡調整 

(5) 地域ボランテイヤー（社会事業民間奉仕者）の育成 

（委嘱） （委員） 

第３条 福祉委員は、民生委員（民生委員法（昭和23年法律第198号）

に規定する者をいう。以下同じ。）をもって充て、市長が委嘱する。 

第３条 委員は、民生委員（民生委員法（昭和23年法律第198号）に

規定する者をいう。以下同じ。）をもつて充てる。 

（任期） （任期） 

第４条 福祉委員の任期は、民生委員の任期による。 第４条 委員の任期は３年とし、民生委員の任期とする。 



議案第17号2 

議案第17号2 

改正後（案） 現行 

 ２ 補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。 

（組織） 

第５条 福祉委員は、福祉委員協議会を組織する。 

２ 福祉委員協議会に次の各号に掲げる職を置き、それぞれ当該各号

に定める者をもって充てる。 

(1) 会長 民生委員法第20条第１項の民生委員協議会であって、飯

田市の民生委員が組織するものを統括するために飯田市が設置

する協議会（以下「飯田市民生児童委員協議会」という。）の会

長 

(2) 副会長 飯田市民生児童委員協議会の副会長 

(3) 地区会長 飯田市民生児童委員協議会の地区会長 

（福祉委員協議会） 

第５条 委員相互の連絡、調整を図るため福祉委員協議会（以下「協

議会」という。）を置く。 

 （役員） 

第６条 協議会に会長、副会長及び総務を置き委員のうちから互選す

る。 

２ 会長は、協議会を総理し、協議会を代表する。 

３ 副会長は会長を補佐し、会長事故あるときはその職務を代理す

る。 

４ 総務は地区を代表し、地区間の連絡調整を図る。 

（会議） （会議） 

第６条 福祉委員協議会の会議は総会及び地区会長会とし、会長が招

集し議長となる。 

第７条 協議会の会議は総会及び総務会とし、会長が招集し議長とな

る。 

２・３ （略） ２・３ （略） 

 （幹事） 



議案第17号3 

議案第17号3 

改正後（案） 現行 

第８条 協議会に必要に応じ幹事若干名を置き市長が任命する。 

２ 幹事は会長の命を受けて協議会の庶務に従事する。 

（事務局） （事務局） 

第７条 福祉委員協議会の事務局は、飯田市福祉事務所内に置く。 第９条 協議会の事務局は飯田市福祉事務所内におく。 

（委任） （委任） 

第８条 （略） 第10条 （略） 

 



議案第19号1 

議案第19号1 

飯田市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例新旧対照表（最終 令和６年６月28日飯田市条例第24号） 

改正後（案） 現行 

（保育所等との連携） （保育所等との連携） 

第６条 家庭的保育事業者等（居宅訪問型保育事業を行う者（以下「居

宅訪問型保育事業者」という。）を除く。以下この条、次条第１項、

第７条の３第２項、第15条第１項及び第２項、第16条第１項、第２

項及び第５項、第17条並びに第18条第１項から第３項まで並びに附

則第３条において同じ。）は、利用乳幼児に対する保育が適正かつ

確実に行われ、及び家庭的保育事業者等による保育の提供の終了後

も満３歳以上の児童に対して必要な教育（教育基本法（平成18年法

律第120号）第６条第１項に規定する法律に定める学校において行

われる教育をいう。以下この条において同じ。）又は保育が継続的

に提供されるよう、次に掲げる事項に係る連携協力を行う保育所

（子ども・子育て支援法（平成24年法律第65号）第７条第４項に規

定する保育所をいう。）、幼稚園（同項に規定する幼稚園をいう。）

又は認定こども園（同項に規定する認定こども園をいう。）（以下

これらを総称して「連携施設」という。）を適切に確保しなければ

ならない。ただし、連携施設の確保が著しく困難であると市長が認

めるものにおいて家庭的保育事業等（居宅訪問型保育事業を除く。

第17条第２項第３号において同じ。）を行う家庭的保育事業者等に

ついては、この限りでない。 

第６条 家庭的保育事業者等（居宅訪問型保育事業を行う者（以下「居

宅訪問型保育事業者」という。）を除く。以下この条、次条第１項、

第７条の３第２項、第15条第１項及び第２項、第16条第１項、第２

項及び第５項、第17条並びに第18条第１項から第３項まで並びに附

則第３条において同じ。）は、利用乳幼児に対する保育が適正かつ

確実に行われ、及び家庭的保育事業者等による保育の提供の終了後

も満３歳以上の児童に対して必要な教育（教育基本法（平成18年法

律第120号）第６条第１項に規定する法律に定める学校において行

われる教育をいう。第３号において同じ。）又は保育が継続的に提

供されるよう、次に掲げる事項に係る連携協力を行う保育所（子ど

も・子育て支援法（平成24年法律第65号）第７条第４項に規定する

保育所をいう。）、幼稚園（同項に規定する幼稚園をいう。）又は

認定こども園（同項に規定する認定こども園をいう。）（以下これ

らを総称して「連携施設」という。）を適切に確保しなければなら

ない。ただし、連携施設の確保が著しく困難であると市長が認める

ものにおいて家庭的保育事業等（居宅訪問型保育事業を除く。第17

条第２項第３号において同じ。）を行う家庭的保育事業者等につい

ては、この限りでない。 

(1) 利用乳幼児に集団保育を体験させるための機会の設定、保育の

適切な提供に必要な家庭的保育事業者等に対する相談、助言その

他の保育の内容に関する支援（次項において「保育内容支援」と

(1) 利用乳幼児に集団保育を体験させるための機会の設定、保育の

適切な提供に必要な家庭的保育事業者等に対する相談、助言その

他の保育の内容に関する支援を行うこと。 



議案第19号2 

議案第19号2 

改正後（案） 現行 

いう。）を実施すること。 

(2) （略） (2) （略） 

(3) 当該家庭的保育事業者等により保育の提供を受けていた利用

乳幼児（事業所内保育事業の利用乳幼児にあっては、第43条に規

定するその他の乳児又は幼児に限る。以下この号及び第６項第１

号において同じ。）を、当該保育の提供の終了に際して、当該利

用乳幼児に係る保護者の希望に基づき、引き続き当該連携施設に

おいて受け入れて教育又は保育を提供すること。 

(3) 当該家庭的保育事業者等により保育の提供を受けていた利用

乳幼児（事業所内保育事業の利用乳幼児にあっては、第43条に規

定するその他の乳児又は幼児に限る。以下この号において同じ。）

を、当該保育の提供の終了に際して、当該利用乳幼児に係る保護

者の希望に基づき、引き続き当該連携施設において受け入れて教

育又は保育を提供すること。 

２ 市長は、家庭的保育事業者等による保育内容支援の実施に係る連

携施設の確保が著しく困難であると認める場合であって、次の各号

に掲げる要件の全てを満たすと認めるときは、前項第１号の規定を

適用しないこととすることができる。 

(1) 家庭的保育事業者等が保育内容支援連携協力者を適切に確保

すること。 

(2) 次のア及びイに掲げる要件を満たすこと。 

ア 家庭的保育事業者等と保育内容支援連携協力者との間でそ

れぞれの役割の分担及び責任の所在が明確化されていること。 

イ 保育内容支援連携協力者の本来の業務の遂行に支障が生じ

ないようにするための措置が講じられていること。 

 

３ 前項各号の保育内容支援連携協力者とは、第27条に規定する小規

模保育事業Ａ型若しくは小規模保育事業Ｂ型又は事業所内保育事

業を行う者（第５項において「小規模保育事業Ａ型事業者等」とい

う。）であって、第１項第１号に掲げる事項に係る連携協力を行う

 



議案第19号3 

議案第19号3 

改正後（案） 現行 

ものをいう。 

４ 市長は、家庭的保育事業者等による代替保育の提供に係る連携施

設の確保が著しく困難であると認める場合であって、次の各号のい

ずれかを満たすときは、第１項第２号の規定を適用しないこととす

ることができる。 

２ 市長は、家庭的保育事業者等による代替保育の提供に係る連携施

設の確保が著しく困難であると認める場合であって、次の各号のい

ずれにも該当すると認めるときは、前項第２号の規定を適用しない

こととすることができる。 

(1) 家庭的保育事業者等が代替保育連携協力者を適切に確保した

場合には、次のア及びイに掲げる要件を満たすと市長が認めるこ

と。 

ア 家庭的保育事業者等と代替保育連携協力者との間でそれぞ

れの役割の分担及び責任の所在が明確化されていること。 

イ 代替保育連携協力者の本来の業務の遂行に支障が生じない

ようにするための措置が講じられていること。 

(1) 家庭的保育事業者等と次項に規定する連携協力を行う者との

間でそれぞれの役割の分担及び責任の所在が明確化されている

こと。 

(2) 市長が家庭的保育事業者等による代替保育連携協力者の確保

の促進のために必要な措置を講じてもなお当該代替保育連携協

力者の確保が著しく困難であること。 

(2) 次項に規定する連携協力を行う者の本来の業務の遂行に支障

が生じないようにするための措置が講じられていること。 

５ 前項各号の代替保育連携協力者とは、第１項第２号に掲げる事項

に係る連携協力を行う者であって、次の各号に掲げる場合の区分に

応じ、それぞれ当該各号に定めるものをいう。 

３ 前項の場合において、家庭的保育事業者等は、次の各号に掲げる

場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める者を第１項第２号に

掲げる事項に係る連携協力を行う者として適切に確保しなければ

ならない。 

(1) 家庭的保育事業者等が家庭的保育事業等を行う場所又は事業

所（次号において「事業実施場所」という。）以外の場所又は事

業所において代替保育が提供される場合 小規模保育事業Ａ型

事業者等 

(1) 当該家庭的保育事業者等が家庭的保育事業等を行う場所又は

事業所（次号において「事業実施場所」という。）以外の場所又

は事業所において代替保育が提供される場合 第28条に規定す

る小規模保育事業Ａ型若しくは小規模保育事業Ｂ型又は事業所



議案第19号4 

議案第19号4 

改正後（案） 現行 

内保育事業を行う者（次号において「小規模保育事業Ａ型事業者

等」という。） 

(2) （略） (2) （略） 

６ 市長は、次のいずれかに該当するときは、第１項第３号の規定を

適用しないこととすることができる。 

４ 市長は、家庭的保育事業者等による第１項第３号に掲げる事項に

係る連携施設の確保が著しく困難であると認めるときは、同号の規

定を適用しないこととすることができる。 

(1) 市長が、法第24条第３項の規定による調整を行うに当たって、

家庭的保育事業者等による保育の提供を受けていた利用乳幼児

を優先的に取り扱う措置その他の家庭的保育事業等による保育

の提供の終了に際して、利用乳幼児に係る保護者の希望に基づ

き、引き続き必要な教育又は保育が提供されるよう必要な措置を

講じているとき。 

 

(2) 家庭的保育事業等による第１項第３号に掲げる事項に係る連

携施設の確保が、著しく困難であると認めるとき（前号に該当す

る場合を除く。）。 

 

７ 前項（第２号に該当する場合に限る。）の場合において、家庭的

保育事業者等は、法第59条第１項に規定する施設（入所定員が20人

以上のものに限る。）のうち、次に掲げるものであって、市長が適

当と認めるものを第１項第３号に掲げる事項に係る連携協力を行

う施設又は事業所として適切に確保しなければならない。 

５ 前項の場合において、家庭的保育事業者等は、法第59条第１項に

規定する施設（入所定員が20人以上のものに限る。）のうち、次に

掲げるものであって、市長が適当と認めるものを第１項第３号に掲

げる事項に係る連携協力を行うものとして適切に確保しなければ

ならない。 

(1)・(2) （略） (1)・(2) （略） 

（食事の提供の特例） （食事の提供の特例） 



議案第19号5 

議案第19号5 

改正後（案） 現行 

第17条 次の各号に掲げる要件を満たす家庭的保育事業者等は、前条

第１項の規定にかかわらず、当該家庭的保育事業者等の利用乳幼児

に対する食事の提供について、次項に規定する施設（以下「搬入施

設」という。）において調理し家庭的保育事業所等に搬入する方法

により行うことができる。この場合において、当該家庭的保育事業

者等は、当該食事の提供について当該方法によることとしてもなお

当該家庭的保育事業所等において行うことが必要な調理のための

加熱、保存等の調理機能を有する設備を備えなければならない。 

第17条 次の各号に掲げる要件を満たす家庭的保育事業者等は、前条

第１項の規定にかかわらず、当該家庭的保育事業者等の利用乳幼児

に対する食事の提供について、次項に規定する施設（以下「搬入施

設」という。）において調理し家庭的保育事業所等に搬入する方法

により行うことができる。この場合において、当該家庭的保育事業

者等は、当該食事の提供について当該方法によることとしてもなお

当該家庭的保育事業所等において行うことが必要な調理のための

加熱、保存等の調理機能を有する設備を備えなければならない。 

(1) （略） (1) （略） 

(2) 当該家庭的保育事業所等又はその他の施設、保健所、市町村（特

別区を含む。）等の栄養士又は管理栄養士により、献立等につい

て栄養の観点からの指導が受けられる体制にある等、栄養士又は

管理栄養士による必要な配慮が行われること。 

(2) 当該家庭的保育事業所等又はその他の施設、保健所、市町村（特

別区を含む。）等の栄養士により、献立等について栄養の観点か

らの指導が受けられる体制にある等、栄養士による必要な配慮が

行われること。 

(3)～(5) （略） (3)～(5) （略） 

２ （略） ２ （略） 

（居宅訪問型保育事業） （居宅訪問型保育事業） 

第38条 居宅訪問型保育事業者は、次の各号に掲げる保育を提供する

ものとする。 

第38条 居宅訪問型保育事業者は、次の各号に掲げる保育を提供する

ものとする。 

(1)～(3) （略） (1)～(3) （略） 

(4) 母子家庭等（母子及び父子並びに寡婦福祉法（昭和39年法律第

129号）第６条第５項に規定する母子家庭等をいう。）の乳幼児

の保護者が夜間及び深夜の勤務に従事する場合又は保護者の疾

(4) 母子家庭等（母子及び父子並びに寡婦福祉法（昭和39年法律第

129号）第６条第５項に規定する母子家庭等をいう。）の乳幼児

の保護者が夜間及び深夜の勤務に従事する場合への対応等、保育



議案第19号6 

議案第19号6 

改正後（案） 現行 

病、疲労その他の身体上、精神上若しくは環境上の理由により家

庭において乳幼児を養育することが困難な場合への対応等、保育

の必要の程度及び家庭等の状況を勘案し、居宅訪問型保育を提供

する必要性が高いと市長が認める乳幼児に対する保育 

の必要の程度及び家庭等の状況を勘案し、居宅訪問型保育を提供

する必要性が高いと市長が認める乳幼児に対する保育 

(5) （略） (5) （略） 

附 則 附 則 

（連携施設に関する経過措置） （連携施設に関する経過措置） 

第３条 家庭的保育事業者等（特例保育所型事業所内保育事業者を除

く。）は、連携施設の確保が著しく困難であって、子ども・子育て

支援法第59条第４号に規定する事業による支援その他の必要な適

切な支援を行うことができると市長が認める場合は、第６条第１項

本文の規定にかかわらず、施行日から起算して15年を経過する日ま

での間、連携施設の確保をしないことができる。 

第３条 家庭的保育事業者等（特例保育所型事業所内保育事業者を除

く。）は、連携施設の確保が著しく困難であって、子ども・子育て

支援法第59条第４号に規定する事業による支援その他の必要な適

切な支援を行うことができると市長が認める場合は、第６条第１項

本文の規定にかかわらず、施行日から起算して10年を経過する日ま

での間、連携施設の確保をしないことができる。 

 



議案第20号1 

議案第20号1 

飯田市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例新旧対照表（最終 令和６年３月29日飯田市条例第８号） 

改正後（案） 現行 

第38条 特定地域型保育事業（事業所内保育事業を除く。）の利用定

員（法第29条第１項の確認において定めるものに限る。以下本章に

おいて同じ。）の数は、家庭的保育事業にあっては１人以上５人以

下、小規模保育事業Ａ型（家庭的保育事業等の設備及び運営に関す

る基準（平成26年厚生労働省令第61号）第28条に規定する小規模保

育事業Ａ型をいう。第43条第３項において同じ。）及び小規模保育

事業Ｂ型（同省令第31条に規定する小規模保育事業Ｂ型をいう。第

43条第３項において同じ。）にあっては６人以上19人以下、小規模

保育事業Ｃ型（同省令第33条に規定する小規模保育事業C型をいう。

附則第３条において同じ。）にあっては６人以上10人以下、居宅訪

問型保育事業にあっては１人とする。 

第38条 特定地域型保育事業（事業所内保育事業を除く。）の利用定

員（法第29条第１項の確認において定めるものに限る。以下本章に

おいて同じ。）の数は、家庭的保育事業にあっては１人以上５人以

下、小規模保育事業Ａ型（家庭的保育事業等の設備及び運営に関す

る基準（平成26年厚生労働省令第61号）第28条に規定する小規模保

育事業Ａ型をいう。第43条第３項第１号において同じ。）及び小規

模保育事業Ｂ型（同省令第31条に規定する小規模保育事業Ｂ型をい

う。第43条第３項第１号において同じ。）にあっては６人以上19人

以下、小規模保育事業Ｃ型（同省令第33条に規定する小規模保育事

業Ｃ型をいう。附則第３条において同じ。）にあっては６人以上10

人以下、居宅訪問型保育事業にあっては１人とする。 

２ （略） ２ （略） 

（特定教育・保育施設等との連携） （特定教育・保育施設等との連携） 

第43条 特定地域型保育事業者（居宅訪問型保育事業を行う者を除

く。以下この項から第７項までにおいて同じ。）は、特定地域型保

育が適正かつ確実に実施され、及び必要な教育・保育が継続的に提

供されるよう、次に掲げる事項に係る連携協力を行う認定こども

園、幼稚園又は保育所（以下「連携施設」という。）を適切に確保

しなければならない。ただし、連携施設の確保が著しく困難である

と飯田市（以下「市」という。）が認めるものにおいて特定地域型

保育事業を行う特定地域型保育事業者については、この限りでな

い。 

第43条 特定地域型保育事業者（居宅訪問型保育事業を行う者を除

く。以下この項から第５項までにおいて同じ。）は、特定地域型保

育が適正かつ確実に実施され、及び必要な教育・保育が継続的に提

供されるよう、次に掲げる事項に係る連携協力を行う認定こども

園、幼稚園又は保育所（以下「連携施設」という。）を適切に確保

しなければならない。ただし、連携施設の確保が著しく困難である

と飯田市（以下「市」という。）が認めるものにおいて特定地域型

保育事業を行う特定地域型保育事業者については、この限りでな

い。 



議案第20号2 

議案第20号2 

改正後（案） 現行 

(1) 特定地域型保育の提供を受けている満３歳未満保育認定子ど

もに集団保育を体験させるための機会の設定、特定地域型保育の

適切な提供に必要な特定地域型保育事業者に対する相談、助言そ

の他の保育の内容に関する支援（次項において「保育内容支援」

という。）を実施すること。 

(1) 特定地域型保育の提供を受けている満３歳未満保育認定子ど

もに集団保育を体験させるための機会の設定、特定地域型保育の

適切な提供に必要な特定地域型保育事業者に対する相談、助言そ

の他の保育の内容に関する支援を行うこと。 

(2) （略） (2) （略） 

(3) 当該特定地域型保育事業者により特定地域型保育の提供を受

けていた満３歳未満保育認定子ども（事業所内保育事業を利用す

る満３歳未満保育認定子どもにあっては、第38条第２項に規定す

るその他の小学校就学前子どもに限る。以下この号及び第６項第

１号において同じ。）を、当該特定地域型保育の提供の終了に際

して、当該満３歳未満保育認定子どもに係る教育・保育給付認定

保護者の希望に基づき、引き続き当該連携施設において受け入れ

て教育・保育を提供すること。 

(3) 当該特定地域型保育事業者により特定地域型保育の提供を受

けていた満３歳未満保育認定子ども（事業所内保育事業を利用す

る満３歳未満保育認定子どもにあっては、第38条第２項に規定す

るその他の小学校就学前子どもに限る。以下この号及び第４項第

１号において同じ。）を、当該特定地域型保育の提供の終了に際

して、当該満３歳未満保育認定子どもに係る教育・保育給付認定

保護者の希望に基づき、引き続き当該連携施設において受け入れ

て教育・保育を提供すること。 

２ 市長は、特定地域型保育事業者による保育内容支援の実施に係る

連携施設の確保が著しく困難であると認める場合であって、次の各

号に掲げる要件の全てを満たすと認めるときは、前項第１号の規定

を適用しないこととすることができる。 

(1) 特定地域型保育事業者が保育内容支援連携協力者を適切に確

保すること。 

(2) 次のア及びイに掲げる要件を満たすこと。 

ア 特定地域型保育事業者と保育内容支援連携協力者との間で

それぞれの役割の分担及び責任の所在が明確化されているこ

 



議案第20号3 

議案第20号3 

改正後（案） 現行 

と。 

イ 保育内容支援連携協力者の本来の業務の遂行に支障が生じ

ないようにするための措置が講じられていること。 

３ 前項各号の保育内容支援連携協力者とは、小規模保育事業Ａ型若

しくは小規模保育事業Ｂ型又は事業所内保育事業を行う者（第５項

において「小規模保育事業Ａ型事業者等」という。）であって、第

１項第１号に掲げる事項に係る連携協力を行うものをいう。 

 

４ 市長は、特定地域型保育事業者による代替保育の提供に係る連携

施設の確保が著しく困難であると認める場合であって、次の各号に

掲げる要件のいずれかを満たすときは、第１項第２号の規定を適用

しないこととすることができる。 

２ 市長は、特定地域型保育事業者による代替保育の提供に係る連携

施設の確保が著しく困難であると認める場合であって、次の各号に

掲げる要件の全てを満たすと認めるときは、前項第２号の規定を適

用しないこととすることができる。 

(1) 特定地域型保育事業者が代替保育連携協力者を適切に確保し

た場合には、次のア及びイに掲げる要件を満たすと市長が認める

こと。 

ア 特定地域型保育事業者と代替保育連携協力者との間でそれ

ぞれの役割の分担及び責任の所在が明確化されていること。 

イ 代替保育連携協力者の本来の業務の遂行に支障が生じない

ようにするための措置が講じられていること。 

(1) 特定地域型保育事業者と前項第２号に掲げる事項に係る連携

協力を行う者との間でそれぞれの役割の分担及び責任の所在が

明確化されていること。 

(2) 市長が特定地域型保育事業者による代替保育連携協力者の確

保の促進のために必要な措置を講じてもなお当該代替保育連携

協力者の確保が著しく困難であること。 

(2) 前項第２号に掲げる事項に係る連携協力を行う者との本来の

業務の遂行に支障が生じないようにするための措置が講じられ

ていること。 

５ 前項各号の代替保育連携協力者とは、第１項第２号に掲げる事項

に係る連携協力を行う者であって、次の各号に掲げる場合の区分に

３ 前項の場合において、特定地域型保育事業者は、次の各号に掲げ

る場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める者を第１項第２号



議案第20号4 

議案第20号4 

改正後（案） 現行 

応じ、それぞれ当該各号に定めるものをいう。 に掲げる事項に係る連携協力を行う者として適切に確保しなけれ

ばならない。 

(1) 特定地域型保育事業者が特定地域型保育事業を行う場所又は

事業所（次号において「事業実施場所」という。）以外の場所又

は事業所において代替保育が提供される場合 小規模保育事業

Ａ型事業者等 

(1) 当該特定地域型保育事業者が特定地域型保育事業を行う場所

又は事業所（次号において「事業実施場所」という。）以外の場

所又は事業所において代替保育が提供される場合 小規模保育

事業Ａ型若しくは小規模保育事業Ｂ型又は事業所内保育事業を

行う者（次号において「小規模保育事業Ａ型事業者等」という。） 

(2) （略） (2) （略） 

６～11 （略） ４～９ （略） 

附 則 附 則 

（連携施設に関する経過措置） （連携施設に関する経過措置） 

第４条 特定地域型保育事業者（特例保育所型事業所内保育事業者を

除く。）は、連携施設の確保が著しく困難であって、法第59条第４

号に規定する事業による支援その他の必要な適切な支援を行うこ

とができると市が認める場合は、第43条第１項本文の規定にかかわ

らず、この条例の施行の日から起算して15年を経過する日までの

間、連携施設を確保しないことができる。 

第４条 特定地域型保育事業者（特例保育所型事業所内保育事業者を

除く。）は、連携施設の確保が著しく困難であって、法第59条第４

号に規定する事業による支援その他の必要な適切な支援を行うこ

とができると市が認める場合は、第43条第１項本文の規定にかかわ

らず、この条例の施行の日から起算して10年を経過する日までの

間、連携施設を確保しないことができる。 

 



議案第22号1 

 

議案第22号1 

飯田市国民健康保険診療所条例新旧対照表（最終 平成24年12月26日飯田市条例第43号） 

改正後（案） 現行 

（名称及び位置） （名称及び位置） 

第３条 診療所の名称及び位置は次のとおりとする。 第３条 診療所の名称及び位置は次のとおりとする。 

【別記１ 参照】 【別記１ 参照】 

（診療日等） （診療日等） 

第５条 診療所の診療日及び診療時間は、次のとおりとする。ただし、

市長は、特に必要があると認めるときは、臨時に診療日若しくは診

療時間を変更し、又は臨時に診療日を休診とすることができる。 

第５条 診療所の診療日及び診療時間は、次のとおりとする。ただし、

市長は、特に必要があると認めるときは、臨時に診療日若しくは診

療時間を変更し、又は臨時に診療日を休診とすることができる。 

【別記２ 参照】 【別記２ 参照】 



議案第22号2 

 

議案第22号2 

【別記１】 

 

改正後（案） 

名称 位置 

（略） 

飯田市国民健康保険上村歯科診療所 飯田市上村846番地 

飯田市国民健康保険南信濃診療所 飯田市南信濃和田434番地１ 

 

現行 

名称 位置 

（略） 

飯田市国民健康保険上村歯科診療所 飯田市上村846番地 

 



議案第22号3 

 

議案第22号3 

【別記２】 

 

改正後（案） 

診療所名 診療日 診療時間 

（略） 

飯田市国民健康保険上村歯科診

療所 

木曜日（国民の祝日に関する法律に規定する休日及び12月2

9日から翌年の１月３日までの日を除く。） 

午後１時から午後６時まで 

飯田市国民健康保険南信濃診療

所 

月曜日、水曜日、木曜日及び土曜日（国民の祝日に関する法

律に規定する休日及び12月29日から翌年の１月３日までの

日を除く。） 

１ 月曜日及び水曜日 午前９時から正午

まで及び午後２時から午後４時30分まで 

２ 木曜日及び土曜日 午前９時から正午

まで 

 

現行 

診療所名 診療日 診療時間 

（略） 

飯田市国民健康保険上村歯科診

療所 

木曜日（国民の祝日に関する法律に規定する休日及び12月2

9日から翌年の１月３日までの日を除く。） 

午後１時から午後６時まで 

 



議案第23号1 

議案第23号1 

地方卸売市場条例新旧対照表（最終 令和２年３月27日飯田市条例第７号） 

改正後（案） 現行 

（部及び取扱品目） （部及び取扱品目） 

第３条 （略） 第３条 （略） 

２ 前項各号に規定する加工品及びその他の生鮮食料品等（以下「物

品」という。）の品目は、市長が規則で定める。 

２ 前各号に規定する加工品及びその他の生鮮食料品等（以下「物品」

という。）の品目は、市長が規則で定める。 

（卸売業者の数） （卸売業者の数） 

第７条 市場において、卸売業者の数は、青果部を１、水産部を１と

する。 

第７条 市場において、卸売業者の数は、青果部を１、水産部を２と

する。 

 



議案第25号1 

議案第25号1 

飯田市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例新旧対照表（最終 平成26年６月25日飯田市条例第30号） 

改正後（案） 現行 

別表（第２条関係） 別表（第２条関係） 

１ 基本団員 １ 基本団員 

【別記１ 参照】 【別記１ 参照】 

（単位 千円） （単位 千円） 

２ 支援団員 ２ 支援団員 

【別記２ 参照】 【別記２ 参照】 

（単位 千円） （単位 千円） 



議案第25号2 

議案第25号2 

【別記１】 

 

改正後（案） 

 勤務年数 

（略） 

25年以上30年未満 30年以上35年未満 35年以上 

階級  

団長 779 979 1,079 

副団長 709 909 1,009 

分団長 659 849 949 

副分団長 624 809 909 

部長及び班長 564 734 834 

団員 519 689 789 

 

現行 

 勤務年数 

（略） 

25年 26年 27年 28年 29年 30年以上 

階級  

団長 779 779 779 779 779 979 

副団長 709 709 709 709 709 909 

分団長 659 659 659 659 659 849 

副分団長 624 624 624 624 624 809 

部長及び班長 564 564 564 564 564 734 

団員 519 519 519 519 519 689 



議案第25号3 

議案第25号3 

【別記２】 

 

改正後（案） 

 勤務年数 ５年以上10年

未満 

10年以上15年

未満 

15年以上20

年未満 

20年以上25

年未満 

25年以上30

年未満 

30年以上35

年未満 

35年以上 

階級  

団員 200 264 334 409 519 689 789 

 

現行 

 勤務年数 ５年以上10年 

未満 

10年以上15年 

未満 

15年以上20年 

未満 

20年以上25年 

未満 

25年以上30年 

未満 

30年以上 

階級  

団員 200 264 334 409 519 689 

 



議案第26号1 

議案第26号1 

飯田市水道事業の設置等に関する条例新旧対照表（最終 令和６年３月29日飯田市条例第16号） 

改正後（案） 現行 

（経営の基本） （経営の基本） 

第２条 （略） 第２条 （略） 

２ （略） ２ （略） 

３ 簡易水道事業の基本計画は、次のとおりとする。 ３ 簡易水道事業の基本計画は、次のとおりとする。 

(1)・(2) （略） (1)・(2) （略） 

(3) 給水人口 1,300人 (3) 給水人口 1,700人 

(4) １日最大給水量 1,410立方メートル (4) １日最大給水量 1,460立方メートル 

 



議案第27号1 

議案第27号1 

飯田市水道局企業職員の給与の種類及び基準を定める条例新旧対照表（最終 令和４年12月26日飯田市条例第31号） 

改正後（案） 現行 

（給与の種類） （給与の種類） 

第２条 （略） 第２条 （略） 

２・３ （略） ２・３ （略） 

４ 定年前再任用短時間勤務職員に支給する給与は、給料、住居手当、

通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤

務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、管理職手当、期末手

当及び勤勉手当とする。 

４ 定年前再任用短時間勤務職員に支給する給与は、給料、通勤手当、

特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿

日直手当、管理職員特別勤務手当、管理職手当、期末手当及び勤勉

手当とする。 

（給与の減額） （給与の減額） 

第６条 職員（定年前再任用短時間勤務職員を含む。以下この条並び

に次条、第８条及び第９条において同じ。）が勤務しないときは、

休暇（当該職員が配偶者（届出をしないが事実上婚姻関係と同様の

事情にある者を含む。）、父母、子、配偶者の父母その他管理者が

指定する者で負傷、疾病又は老齢により管理者が指定する期間にわ

たり日常生活を営むのに支障があるものの介護をするため、勤務し

ないことが相当であると認められる場合における休暇及び労働組合

の業務又は活動に従事するため、勤務しないことが相当である場合

における休暇を除く。）による場合その他その勤務しないことにつ

き特に承認（当該職員がその小学校就学の始期に達するまでの子を

養育するため１日の勤務時間の一部（２時間を超えない範囲内の時

間に限る。）を勤務しないことの承認を除く。）のあった場合を除

くほか、その勤務しない１時間につき、勤務１時間当たりの給与額

を減額して給与を支給する。 

第６条 職員（定年前再任用短時間勤務職員を含む。以下この条並び

に第７条、第８条及び第９条において同じ。）が勤務しないときは、

休暇（当該職員が配偶者（届出をしないが事実上婚姻関係と同様の

事情にある者を含む。）、父母、子、配偶者の父母その他管理者が

指定する者で負傷、疾病又は老齢により管理者が指定する期間にわ

たり日常生活を営むのに支障があるものの介護をするため、勤務し

ないことが相当であると認められる場合における休暇及び労働組合

の業務又は活動に従事するため、勤務しないことが相当である場合

における休暇を除く。）による場合その他その勤務しないことにつ

き特に承認（当該職員がその小学校就学の始期に達するまでの子を

養育するため１日の勤務時間の一部（２時間を超えない範囲内の時

間に限る。）を勤務しないことの承認を除く。）のあった場合を除

くほか、その勤務しない１時間につき、勤務１時間当たりの給与額

を減額して給与を支給する。 



議案第27号2 

議案第27号2 

改正後（案） 現行 

２ （略） ２ （略） 

（会計年度任用企業職員の給与） （会計年度任用企業職員の給与） 

第11条 地方公務員法第22条の２第１項に規定する会計年度任用職員

として任用される企業職員（以下この条において「会計年度任用企

業職員」という。）の給与の種類は、給料、通勤手当、特殊勤務手

当、時間外勤務手当、休日勤務手当、宿日直手当、期末手当、勤勉

手当及び退職手当とする。 

第11条 地方公務員法第22条の２第１項に規定する会計年度任用職員

として任用される企業職員（以下この条において「会計年度任用企

業職員」という。）の給与の種類は、給料、通勤手当、特殊勤務手

当、時間外勤務手当、休日勤務手当、宿日直手当、期末手当及び退

職手当とする。 

２・３ （略） ２・３ （略） 

 



議案第28号1 

議案第28号1 

飯田市技術上の監督業務を行わせる水道の布設工事等の基準を定める条例の一部を改正する条例新旧対照表（最終 令和６年12月27日飯田市条例第43

号） 

改正後（案） 現行 

第４条第１項に次の１号を加える。 第４条第１項に次の１号を加える。 

(11)建設業法施行令（昭和31年政令第273号）第37条第１項及び第２

項の規定による土木施工管理に係る１級の技術検定に合格した者

であって、３年以上水道等に関する技術上の実務に従事した経験

を有する者（１年６月以上水道に関する技術上の実務に従事した

経験を有する者に限る。） 

(11)建設業法施行令（昭和31年政令第273号）第34条第１項及び第２

項の規定による土木施工管理に係る１級の技術検定に合格した者

であって、３年以上水道等に関する技術上の実務に従事した経験

を有する者（１年６月以上水道に関する技術上の実務に従事した

経験を有する者に限る。） 

第５条第１項第２号中「及び第４号」を「又は第５号」に改め、「土

木工学以外の」を削り、「に関する学科目」を「の課程」に、「相当

する学科目」を「相当する課程（土木工学科及び土木科並びにこれら

に相当する課程を除く。）」に、「同項第４号」を「同項第５号」に、

「もの」を「者」に改め、同項第４号中「及び第４号」を「及び第５

号」に、「学科目」を「課程」に改め、「修めて卒業した」の次に「（当

該課程を修めて学校教育法に基づく専門職大学の前期課程（以下この

号において「専門職大学前期課程」という。）を修了した場合を含む。）」

を加え、「（学校教育法による専門職大学の前期課程にあっては、修

了した後）」を削り、「を卒業した者については５年」を「の卒業者

については５年」に、「を卒業した者（同法による専門職大学の前期

課程にあっては、修了した者」を「の卒業者（専門職大学前期課程の

修了者を含む。次号において同じ。」に、「同項第４号」を「同項第

５号」に、「を卒業した者については９年」を「の卒業者については

９年」に、「もの」を「者」に改め、同項第５号中「前条第１項第２

第５条第１項第２号中「及び第４号」を「又は第５号」に改め、「土

木工学以外の」を削り、「に関する学科目」を「の課程」に、「相当

する学科目」を「相当する課程（土木工学科及び土木科並びにこれら

に相当する課程を除く。）」に、「同項第４号」を「同項第５号」に、

「もの」を「者」に改め、同項第４号中「及び第４号」を「及び第５

号」に、「学科目」を「課程」に改め、「修めて卒業した」の次に「（当

該課程を修めて学校教育法に基づく専門職大学の前期課程（以下この

号において「専門職大学前期課程」という。）を修了した場合を含む。）」

を加え、「（学校教育法による専門職大学の前期課程にあっては、修

了した後）」を削り、「を卒業した者については５年」を「の卒業者

については５年」に、「を卒業した者（同法による専門職大学の前期

課程にあっては、修了した者」を「の卒業者（専門職大学前期課程の

修了者を含む。次号において同じ。」に、「同項第４号」を「同項第

５号」に、「を卒業した者については９年」を「の卒業者については

９年」に、「もの」を「者」に改め、同項第５号中「前条第１項第２



議案第28号2 

議案第28号2 

改正後（案） 現行 

号」を「前条第１項第１号若しくは第２号」に、「学科目」を「課程」

に改め、「後、それぞれ当該各号」の次に「の卒業者ごと」を加え、

同項第６号中「水道法施行規則（昭和32年厚生省令第45号）第14条第

３号の登録講習」を「国土交通大臣及び環境大臣の登録を受けた者が

行う水道の管理に関する講習」に改め、同項に次の２号を加える。 

号」を「前条第１項第１号若しくは第２号」に、「学科目」を「課程」

に改め、「後、それぞれ当該各号」の次に「の卒業者ごと」を加え、

同項第６号中「水道法施行規則（昭和32年厚生省令第45号）第14条第

３号の登録講習」を「国土交通大臣及び環境大臣の登録を受けた者が

行う水道の管理に関する講習」に改め、同項に次の２号を加える。 

(7) （略） (7) （略） 

(8) 建設業法施行令第37条第１項及び第２項の規定による土木施工

管理に係る１級の技術検定に合格した者であって、３年以上水道

に関する技術上の実務に従事した経験を有する者 

(8) 建設業法施行令第34条第１項及び第２項の規定による土木施工

管理に係る１級の技術検定に合格した者であって、３年以上水道

に関する技術上の実務に従事した経験を有する者 
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